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表紙

証券コード：4046

第171回 定時株主総会

招 集 ご 通 知
　

開催
日時

　
2026年６月26日（金曜日）
午前10時

開催
場所

　

大阪市北区大淀中一丁目１番20号
ウェスティンホテル大阪 ４階
花梨の間

インターネット等または書面による
議決権行使期限

2026年６月25日（木）午後５時30分まで

議決権行使書用紙に記載されたＱＲコードをスマー
トフォン等で読み取ることで、ログインＩＤ・パス
ワードを入力することなく簡単に専用サイトにログ
インし、議決権を行使することができます。

　　

議案
　

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

目次 第171回定時株主総会招集ご通知 … 1
株主総会参考書類 …………………… 5
事業報告 ……………………………… 16
連結計算書類 ………………………… 31
計算書類 ……………………………… 33
監査報告書 …………………………… 35
　

※ 株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は実施し
ておりません。

　



2026/06/01 10:56:33 / 25302372_株式会社大阪ソーダ_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

証券コード4046
2026年6月11日

株　主　各　位
大 阪 市 北 区 梅 田 三 丁 目 ２ 番 ２ 号

代 表 取 締 役
社長執行役員 寺 田 健 志

　当社ウェブサイト
　https://www.osaka-soda.co.jp/ja/ir/stock_info/general_meeting.html

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第171回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第171回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情
報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日のご出席に代えて、電磁的方法（インターネット等）または書面により議決権を行
使することができますので、お手数ながら、後記株主総会参考書類をご検討いただき、2026年
６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげま
す。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１. 日時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
２. 場所 大阪市北区大淀中一丁目１番20号　ウェスティンホテル大阪　４階　花梨の間

報告事項 １．第171期 (2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および

　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第171期 (2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで) 計算書類報告の件

　決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

     

記

３. 目的事項

４. 招集にあたっての決定事項
(1) 議決権行使書面において、各議案についての賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとし

て取り扱わせていただきます。
(2) 当日、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主に委任する場合に限られます。

なお、代理人は１名とさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となりますので
ご了承ください。

(3) インターネット等と議決権行使書により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議
決権行使を有効とさせていただきます。

(4) インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効とさせていた
だきます。

以　上

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「主要な事業所」「当社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確保す

るための体制およびその運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動
計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令および当社定
款の規定に基づき、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人はこれらの事項を含む監
査対象書類を監査しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主のみなさまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
出席される場合

インターネット等で議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

次ページのご案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月26日（金曜日）
午前10時

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット等と議決権行使書により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきま
す。また、インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効とさせていただきます。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
機関投資家のみなさまは、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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定款変更議案

現　行　定　款 変　更　案

第１章　　総　　　則

第３条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．～17．（記載省略）

＜新 設＞
＜新 設＞
＜新 設＞

18．前各号の事業に附帯関連する一切の業務

第１章　　総　　　則

第３条（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．～17．（現行どおり）

18．発電事業、電気の供給・売買等に関する事業
19．飲食業
20．酒類の販売ならびに輸出入
21．前各号の事業に附帯関連する一切の業務

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　定款一部変更の件
　１．変更の理由
　　　当社グループの事業内容の拡大および今後の事業展開に対応するため、現行定款第３条

（目的）につきまして目的事項を追加するものであります。

　２．変更の内容
　　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 氏　　名 地位および担当 属性 取締役会

出席状況

１
て ら だ

寺田　
け ん し

健志（男性）

代表取締役
社長執行役員
新規事業開発領域管掌
指名報酬委員会委員長

[再任] 14回／14回
(100%)

２
こ に し

小西　
あ つ お

淳夫（男性）

取締役上席執行役員
生産・設備・プロセス技術
領域管掌
生産技術本部長

[再任] 14回／14回
(100%)

３
き む ら

木村　
た け し

武司（男性）

取締役上席執行役員
マテリアル領域管掌
ヘルスケア領域管掌
グローバル化推進領域管掌
機能材事業部長
ヘルスケア事業部長

[再任] 14回／14回
(100%)

４
ふたむら

二村　
ぶんゆう

文友（男性）
取締役
指名報酬委員会委員 [再任][社外][独立] 14回／14回

(100%)

５
ひゃくしま

百 嶋　
はかる

計 （男性）
取締役
指名報酬委員会委員 [再任][社外][独立] 14回／14回

(100%)

６
み や た

宮田　
お き こ

興子（女性）
取締役
指名報酬委員会委員 [再任][社外][独立] 14回／14回

(100%)

第２号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選
任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

１

て ら だ
寺　田　

け ん し
健　志

（1965年12月10日生）

［再 任］

    1988年    4 月 当社入社
    2012年    6 月 当社執行役員営業本部化学品事業部副事業

部長
    2012年    10月 当社執行役員営業本部化学品事業部長
    2013年    3 月 当社執行役員機能材事業部副事業部長、

東京支社長
    2014年    4 月 当社執行役員経営企画室長
    2014年    6 月 当社取締役上席執行役員経営戦略本部長
    2014年    11月 当社取締役上席執行役員機能材事業部長
    2015年    6 月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長、

機能材事業部担当
    2016年    7 月 当社取締役常務執行役員機能材事業部長
    2017年    4 月 当社取締役常務執行役員機能材事業部担当
    2017年    6 月 当社代表取締役社長執行役員（現任）
    2017年    10月 当社 経営戦略本部長

2023年    4 月 当社新規事業開発領域管掌（現任）
当社マテリアル領域管掌

86,462株

［取締役候補者とした理由］
化学品事業部長、機能材事業部長、経営戦略本部長などを歴任、海外駐在の実績を基に海外市場の開
拓・拡大を推進し、2017年６月に当社代表取締役社長就任後は、豊富な経験に基づく強いリーダー
シップにより当社グループを牽引しており、新規事業開発やグローバル化の推進など企業価値向上へ
の貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

２

こ に し
小　西　

あ つ お
淳　夫

（1964年10月18日生）

［再 任］

    1989年    4 月 当社入社
    2014年    6 月 当社執行役員生産技術本部長兼生産技術部

長兼ＲＣ・品質保証部長
    2015年    6 月 当社執行役員水島工場担当、生産技術本部

生産技術部長
岡山化成株式会社代表取締役社長

    2017年    4 月 当社執行役員生産技術本部長
    2017年    12月 当社執行役員生産技術本部長兼ＲＣ・品質

保証部長
    2018年    7 月 当社執行役員生産技術本部長兼ＩｏＴ・Ａ

Ｉ推進部長
    2019年    6 月 当社取締役上席執行役員生産技術本部長

（現任）
兼ＩｏＴ・ＡＩ推進部長

2023年    4 月 当社生産・設備・プロセス技術領域管掌
（現任）

18,002株

［取締役候補者とした理由］
生産技術本部長、当社グループ会社社長などを歴任し、生産技術および技術開発における豊富な経験
と実績を活かすことにより当社グループの企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取
締役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

３

き む ら
木　村　

た け し
武　司

（1959年10月26日生）

［再 任］

    1982年    4 月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株
式会社）入社

    2008年    2 月 三菱化学株式会社（現三菱ケミカル株式会
社）石化基盤本部石化原料事業部長

    2010年    12月 三菱化学ヨーロッパ社代表取締役社長
    2018年    1 月 三菱ケミカル株式会社執行役員機能成形複

合材本部長
    2020年    4 月 三菱ケミカルインフラテック株式会社取締

役副社長
    2021年    10月 当社顧問
    2022年    4 月 当社執行役員

ヘルスケア事業部営業部長兼事業企画部長
    2022年    6 月 当社ヘルスケア事業部長（現任）

兼営業部長
    2023年    4 月 当社ヘルスケア領域管掌（現任）

当社グローバル化推進領域管掌（現任）
    2023年    6 月 当社取締役上席執行役員（現任）

当社マテリアル領域管掌（現任）
    2024年    4 月 当社機能材事業部長（現任）

3,684株

［取締役候補者とした理由］
国内外の化学会社の経営者としての豊富な経験と実業界への幅広い見識を有しており、その豊富な経
験と実績を活かすことにより、当社の機能材事業およびヘルスケア事業の拡大やグローバル化の推進
など企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 9 －
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

４

ふたむら
二　村　

ぶんゆう
文　友

（1947年１月９日生）

［再 任］
［社 外］
［独 立］

    1972年    4 月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会
社）入社

    2001年    6 月 同社取締役
    2006年    4 月 同社常務取締役
    2006年    6 月 同社常務執行役員
    2007年    4 月 同社副社長執行役員
    2007年    6 月 同社代表取締役副社長
    2009年    4 月 同社取締役
    2009年    6 月 新日鐵化学株式会社（現日鉄ケミカル＆マ

テリアル株式会社）代表取締役社長
    2013年    6 月 同社取締役相談役
    2014年    4 月 同社相談役
    2015年    6 月 月島機械株式会社（現月島ホールディング

ス株式会社）社外取締役
    2015年    6 月 当社社外取締役（現任）

22,400株

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
鉄鋼および化学会社の経営者としての豊富な経験と実業界への幅広い見識および当社社外取締役とし
ての経験を当社の経営に反映していただくことにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断
し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
また、これらの経験・見識を活かし、当社取締役会の監督機能やガバナンス機能のさらなる向上に貢
献していただくことを期待しております。

－ 10 －
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

５

ひゃくしま
百　嶋　　 

はかる
計

（1958年12月20日生）

［再 任］
［社 外］
［独 立］

    1981年    4 月 大蔵省（現財務省）入省
    1999年    7 月 東京国税局査察部長
    2011年    7 月 国税庁長官官房審議官
    2012年    7 月 名古屋国税局長
    2015年    4 月 独立行政法人造幣局理事長
    2018年    4 月 財務省大臣官房審議官
    2019年    4 月 追手門学院大学経営学部教授

財務省財務総合政策研究所上席客員研究員
（現任）

    2019年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    6 月 住友理工株式会社社外監査役
    2021年    3 月 公益財団法人国立京都国際会館評議員

（現任）
    2022年    6 月 扶桑化学工業株式会社社外取締役（現任）
    2025年    4 月 京都大学公共政策大学院特別教授（現任）

追手門学院大学客員教授（現任）

3,800株

（重要な兼職の状況）
財務省財務総合政策研究所上席客員研究員
扶桑化学工業株式会社社外取締役
京都大学公共政策大学院特別教授
追手門学院大学客員教授

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴
任し、税務の専門家としての深い見識および豊富な経験を当社の経営に反映していただくことによ
り、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
また、これらの経験・見識を活かし、経営全般にわたる監督機能強化や当社取締役会の実効性向上に
貢献していただくことを期待しております。

－ 11 －
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

６

み や た
宮　田　

お き こ
興　子

（1951年２月14日生）

［再 任］
［社 外］
［独 立］

    1975年    4 月 神戸女子薬科大学（現神戸薬科大学）生物
薬品化学（現薬品化学）研究室研究生

    2001年    4 月 神戸薬科大学薬品化学研究室助教授
    2007年    4 月 同大学同研究室准教授
    2008年    4 月 同大学同研究室教授
    2016年    2 月 同大学同研究室教授

大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院理
学研究科客員教授

    2016年    4 月 神戸薬科大学特別教授、学長特命補佐
大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院理
学研究科客員教授

    2019年    4 月 神戸薬科大学学長、理事
大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院理
学研究科客員教授

    2021年    6 月 当社社外取締役（現任）
神戸薬科大学学長、理事
大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院理
学研究科客員教授

2022年４月 神戸薬科大学名誉教授（現任）
大阪公立大学大学院理学研究科客員教授

2022年６月 神戸薬科大学理事長（現任）
大阪公立大学大学院理学研究科客員教授

1,400株

（重要な兼職の状況）
神戸薬科大学名誉教授、理事長

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
薬学の専門家としての深い見識および豊富な経験を当社のヘルスケア事業に反映していただくことに
より、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
また、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただく
ことを期待しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．二村文友氏、百嶋　計氏、宮田興子氏は社外取締役候補者であります。
３．二村文友氏、百嶋　計氏、宮田興子氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終

結の時をもって、二村文友氏は11年、百嶋　計氏は７年、宮田興子氏は５年となります。
４．当社は、二村文友氏、百嶋　計氏、宮田興子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、届け出ております。
５．当社は、二村文友氏、百嶋　計氏、宮田興子氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、各氏の選任をご承認いただきました場合、当該責任限定契約を継続する予定

－ 12 －
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であります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令によって定められた限度額であります。
６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契
約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、ま
たは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害など、被保険者が負担す
ることになる損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしております。ただし、法令、規則または取
締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど一定の免
責事由があります。当該保険契約の保険料につきましては当社が全額負担しております。また、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。

－ 13 －
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氏　名
取締役に期待する知識・経験・能力等

経営経験 グローバル経験
財務会計・

Ｍ＆Ａ
事業戦略・

マーケティング
研究開発・生
産・品質管理

コンプライアン
ス・リスク管理

社
内
取
締
役

て ら だ

寺田　
け ん し

健志 ● ● ● ● ● ●
こ に し

小西　
あ つ お

淳夫 ● ●
き む ら

木村　
た け し

武司 ● ● ● ●

社
外
取
締
役

ふたむら

二村　
ぶんゆう

文友 ● ● ● ● ●
ひゃくしま

百 嶋　 
はかる

計 ● ● ● ●
み や た

宮田　
お き こ

興子 ● ● ● ● ●

区分 2022年
３月末

2023年
３月末

2024年
３月末

2025年
３月末

2026年
３月末

銘柄数

上場株式 43 41 40 40 33

非上場株式 13 11 11 11 11

合計 56 52 51 51 44

貸借対照表計上額
(単位：百万円)

上場株式 15,431 16,348 22,462 22,745 24,287

非上場株式 279 277 277 277 277

合計 15,710 16,625 22,739 23,022 24,564

純資産に対する政策保有株式の割合 18.7% 16.7% 20.7% 19.9% 19.1%

（ご参考）当社取締役会のスキルマトリックス（第２号議案をご承認いただいた場合）

（ご参考）政策保有株式について
当社は、毎年１回、取締役会において、銘柄毎に保有の目的・意義、事業安定性の向上、将来的

なビジネスの可能性等の定性的側面と、取引上の利益、資本コスト等を踏まえた定量的側面を総合
的に判断した上で保有の適否を検証しています。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値
の維持・向上に資すると認められなくなった株式については縮減を進めています。

※各年において、みなし保有株式に該当するものはありません。

－ 14 －
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氏　　　　名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

あ か さ き

赤　崎　
ゆ う さ く

雄　作
（1983年１月20日生）

［新 任］
［社 外］
［独 立］

    2008年    12月 大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所

    2018年    6 月 ニューヨーク州弁護士登録
    2021年    4 月 京都大学法科大学院非常勤講師
    2022年    6 月 SPK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
    2022年    9 月 株式会社スマートバリュー社外取締役（現任）
    2025年    4 月 京都大学法科大学院特別教授（現任）

０株

（重要な兼職の状況）
SPK株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社スマートバリュー社外取締役
京都大学法科大学院特別教授

［社外監査役候補者とした理由］
法曹としての専門的知見・経験と経営に関する高い見識に基づき、社外監査役として中立かつ客観的な視点か
ら監査を行っていただくことにより、当社グループの経営の健全性確保への貢献が期待できることから、新た
に社外監査役候補者といたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件
　監査役　森　真二氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の
選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．赤崎雄作氏は社外監査役候補者であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、届け出る予定であります。
３．当社は、赤崎雄作氏の選任をご承認いただきました場合、同氏との間で、会社法第423条第１項の賠

償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は法令によ
って定められた限度額であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、本議案が原案どおり承認され、候補者が監査役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の
被保険者となります。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または
当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害など、被保険者が負担するこ
とになる損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしております。ただし、法令、規則または取締法
規に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど一定の免責事
由があります。当該保険契約の保険料につきましては当社が全額負担しております。また、次回更新
時には同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 15 －
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事業の経過およびその成果

事 業 報 告
(2025年４月 1 日から

2026年３月31日まで)
Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善に加え、個人消費や設備投
資の持ち直しの動きなど緩やかな回復が続きました。一方で、中東情勢の影響、米国の関税
措置の影響、中国経済の停滞、物価上昇の継続等景気の下振れリスクは高まり、依然として
先行き不透明な状況が続いております。
　このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画「Shape the Future-2025」
（2023年～2025年度）の最終年度を迎え、「既存事業の継続的基盤強化」、「新製品創出
力の強化」、「サステナビリティ経営の推進」の３つの基本方針に沿った具体的な施策を着
実に実行してまいりました。
　「既存事業の継続的基盤強化」においては、安定的なキャッシュ創出と成長分野への積極
的な投資を通じて、事業基盤の拡充を図ってまいりました。
　基礎化学品事業では、原価低減に取り組むとともに、積極的に拡販を進め収益改善に努め
ました。引き続き、生産効率の向上を目的とした設備更新投資やコスト削減に取り組み、安
定的に収益を生み出せるように事業基盤の強化を図ってまいります。
　機能化学品事業では、既存顧客への拡販活動や新規開拓を推進し、販売を伸ばすことがで
きましたが、一部製品においては需要減少の影響もあり販売が減少しました。アリルエーテ
ル類については、今期に出荷設備の能力増強を実施したほか、生産能力についても2027年
３月までに現有の約1.2倍に設備増強する計画であり、世界トップシェアの地位を一層強固
なものとしてまいります。
　ヘルスケア事業では、糖尿病治療薬や肥満治療薬向けの医薬品精製材料の需要が引き続き
拡大しており、販売数量は順調に伸長しております。2024年９月に完工した松山工場の新
設備に続き、尼崎工場の増強工事も約１年前倒しとなる2025年９月に完工したことで、生
産能力は2023年度比で約２倍となり、足元の需要増に対応する供給体制を整えました。さ
らには、後発参入やバイオシミラーの開発が急速に進展している状況を踏まえ、2028年２
月までに尼崎・松山両工場において総額100億円超をかけて生産能力を現有の約２倍に引き
上げることを決定しました。一連の設備投資により、一層の安定供給体制の確保と競争力強
化を図ってまいります。
　「新製品創出力の強化」では、NEDOのグリーンイノベーション基金事業として採択さ
れた全固体電池用超高イオン伝導性ポリマーなど次世代蓄電池向け材料の開発が着実に進捗
しております。量産体制の確立に向けて、パイロット設備の建設を決定しました。前年度に
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上市したサイズ排除・高耐アルカリ性カラムについては、新規採用の拡大に取り組み、販売
が順調に増加しております。分取用ADMEゲルについては、採用に向けて顧客へサンプル
ワークを開始しております。植物性乳酸菌OS-1010については、肌の弾力維持機能に続い
て、認知機能の維持等に関するヒト試験が順調に進行しています。
　「サステナビリティ経営の推進」においては、ESG開示に関する取り組み方針を見直し、
ESGスコアを改善させました。機関投資家との対話の機会を拡充し、対話を通じて得られた
意見を踏まえながら、資本効率の向上や累進配当を導入するなど株主還元の充実にも取り組
んでおります。
　また、人的資本への投資としては、業務改革活動の浸透による人材育成を図るとともに、
働きやすい職場環境づくりや従業員エンゲージメントの向上に取り組んでおります。その一
環で、2025年８月には本社移転を実施し、コミュニケーションを活性化させるとともに多
様で優秀な人材の獲得へと繋げてまいります。加えて、従業員の資産形成を支援するととも
に、当社グループ従業員の経営参画意識を高め、株主の皆様と一層の価値共有を進めること
を目的として従業員持株会向けに譲渡制限付株式を付与することを決定いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、999億６千１百万円と前期比3.7％の増加とな
りました。利益面におきましては、営業利益は176億３千４百万円と前期比33.1％の増加、
経常利益は196億８百万円と前期比38.5％の増加、親会社株主に帰属する当期純利益は154
億６千万円と前期比49.6％の増加となり、当連結会計年度の各段階利益は過去最高を更新し
ました。
　セグメント別の概況は以下のとおりです。

（基礎化学品）
　クロール・アルカリは、水島工場の製造設備不具合による供給問題が解消されたことで販
売数量が増加したため、売上高は増加しました。
　エピクロルヒドリンは、供給問題の解消による販売数量の増加に加え、海外市況の改善に
より、売上高は増加しました。
　以上の結果、基礎化学品の売上高は417億４千１百万円と前期比10.9％の増加となりまし
た。

（機能化学品）
　合成ゴムでは、アクリルゴムは昨年のデボトル工事完工により生産能力を増強したこと
で、売上高は増加しましたが、エピクロルヒドリンゴムは欧州等における自動車生産台数減
少の影響を受け、売上高は減少しました。
　合成樹脂では、ダップ樹脂は欧州向け販売が好調に推移したことにより売上高は増加し、
ダップモノマーは米国と中国において競合品からの置き換えを進めたことにより売上高は増
加しました。
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事業の経過およびその成果

部 門 前 期 当 期 対前期比増減

基 礎 化 学 品 37,636百万円 41,741百万円 10.9％

機 能 化 学 品 29,097百万円 27,935百万円 △4.0％

ヘ ル ス ケ ア 13,684百万円 14,635百万円 6.9％

商 社 部 門 ほ か 16,015百万円 15,649百万円 △2.3％

合 計 96,434百万円 99,961百万円 3.7％

　アリルエーテル類では、中国市況について改善の動きが見られたものの、なお前年水準ま
で回復していないこともあり、売上高は減少しました。
　以上の結果、機能化学品の売上高は279億３千５百万円と前期比4.0％の減少となりまし
た。

（ヘルスケア）
　医薬品精製材料は、糖尿病治療薬や肥満治療薬向けの需要が順調に拡大し、売上高は増加
しました。医薬品原薬・中間体は、糖尿病合併症治療薬中間体等の販売が減少したものの、
感染症治療薬中間体および抗がん剤中間体の販売が拡大したことから、売上高は増加しまし
た。
　以上の結果、ヘルスケアの売上高は146億３千５百万円と前期比6.9％の増加となりまし
た。

（商社部門ほか）
　無機薬品や建材の販売が減少したため、売上高は減少しました。商社部門ほかの売上高は
156億４千９百万円と前期比2.3％の減少となりました。

部　門　別　売　上　高　（連　結）
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設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

２．設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては、維持・効率化投資を中心に総額58億７千９百万円の設
備投資を実施いたしました。

３．資金調達の状況
　設備投資への所要資金は、自己資金により賄いました。

４．対処すべき課題
　今後の経済見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善により景気の緩やかな回復が期
待されますが、中東情勢の影響、米国の関税措置の影響等景気の下振れリスクが懸念され、
引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。
　このような情勢のもと、当社は創立120周年となる2035年に向けた「ありたい姿」の実
現を目指し、「既存事業の価値再構築とヘルスケア領域の成長加速」、「全社総力を結集し
て挑む新事業創出」、「事業環境の変化にしなやかに応える経営基盤の強靭化」の３つの基
本方針からなる新中期経営計画「Transform Our Future 2030」（2026～2030年度）を
策定いたしました。2030年度営業利益300億円の達成に向けて、全社一丸となって取り組
んでまいります。
　「既存事業の価値再構築とヘルスケア領域の成長加速」では、既存事業の競争力を高めな
がら、ヘルスケア領域において成長を加速させることで、ポートフォリオ経営を推進しま
す。基礎化学品事業では、電解およびAC・EPチェーンを深化させ、持続成長に向けた強靭
化・コストダウン投資を推進します。機能化学品事業では、既存製品のシェア拡大とコスト
ダウンを通じて収益の最大化を図るとともに、次なるグローバルニッチトップ製品の創出に
取り組みます。ヘルスケア事業では、医薬品精製材料において、市場拡大を見据えた先制的
な製造能力増強により世界トップシェアの維持・拡大を図るとともに、核酸・ペプチド医薬
などの成長領域において新たな事業基盤を構築すべくポリマーゲル市場への参入を目指しま
す。医薬品原薬・中間体においては、製造能力の拡大とバイオ医薬品事業への本格進出によ
りポートフォリオを拡充します。
　「全社総力を結集して挑む新事業創出」では、コーポレート部門の知識・ネットワーク等
の全社リソースを戦略的に活用しながら、「電子材料」や「ライフサイエンス材料」を中心
に、独自技術を活かした新製品創出を推進します。「電子材料」の分野では、全固体電池用
高イオン伝導性材料を次なるグローバルニッチトップ製品と位置づけ、量産化技術の確立を
通じて2030年の事業化を実現し、2035年までに新たな収益の柱へ成長させます。「ライフ
サイエンス材料」の分野では、VHH抗体の開発製造受託事業を強化し、医薬関連やエイジ
ングケアなどQOL向上に貢献する材料の開発および事業化を推進します。
　「事業環境の変化にしなやかに応える経営基盤の強靭化」では、「人事戦略」、「DX推
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設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

進」、「安全・安定生産」、「リスクマネジメント」、「カーボンニュートラル」に取り組
み、効率性と適応力を両立させた組織を実現し、サステナビリティ経営を推進します。「人
事戦略」では、社員が実力を存分に発揮できる企業を目指し、管理職能力の向上、組織能力
の底上げ、人材管理基盤の構築を図ります。「DX推進」では、AI・データ活用により生産
技術および研究開発の変革と全社的な業務効率化を推進します。「安全・安定生産」では、
保全マネジメントシステムの定着と自主保全活動の強化を推進することで、事故・トラブル
を防止します。「リスクマネジメント」では、企業規模拡大に伴う全社的な重大リスクの多
様化を踏まえ、リスクマネジメントシステムを一層強化します。「カーボンニュートラル」
では、2050年度のカーボンニュートラル実現に向けて、エネルギー効率の改善、バイオ由
来原料の利用促進、非化石電力の導入等の取り組みを推進します。
　また、当社グループは、環境・安全と製品の品質の確保には、レスポンシブル・ケア活動
とISO活動を通じて万全を期すとともに、省資源・省エネルギー活動など持続可能な開発目
標（SDGs）への取り組みを強化しながら、地球環境と調和した企業の発展を図ってまいり
ます。さらに、企業の社会的責任を重視し、日々の事業活動において法令遵守に積極的に取
り組んでまいりますとともに内部統制システムを強化し、当社グループのコーポレートガバ
ナンスのさらなる充実に努め、社会に信頼される企業グループを目指してまいります。株主
のみなさまにおかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあ
げます。

－ 20 －



2026/06/01 10:56:33 / 25302372_株式会社大阪ソーダ_招集通知_電子提供措置用

財産および損益の状況の推移

区　　　分
第168期

(2022年４月～
2023年３月)

第169期
(2023年４月～
2024年３月)

第170期
(2024年４月～
2025年３月)

第171期（当期）
(2025年４月～
2026年３月)

売 上 高（百万円） 104,208 94,557 96,434 99,961

営 業 利 益（百万円） 15,557 10,492 13,246 17,634

経 常 利 益（百万円） 17,164 12,008 14,154 19,608
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 10,570 7,650 10,332 15,460

１株当たり当期純利益（円） 85.69 60.17 81.54 123.96

総 資 産（百万円） 138,029 150,541 153,935 168,741

純 資 産（百万円） 99,543 109,765 115,596 128,541

区　　　分
第168期

(2022年４月～
2023年３月)

第169期
(2023年４月～
2024年３月)

第170期
(2024年４月～
2025年３月)

第171期（当期）
(2025年４月～
2026年３月)

売 上 高（百万円） 74,222 67,269 71,057 76,047

営 業 利 益（百万円） 12,756 7,537 10,834 14,986

経 常 利 益（百万円） 14,344 8,270 11,701 16,727

当 期 純 利 益（百万円） 8,612 5,154 8,761 13,619

１株当たり当期純利益（円） 69.81 40.54 69.14 109.19

総 資 産（百万円） 116,390 127,299 130,336 140,084

純 資 産（百万円） 83,994 90,373 94,404 103,062

５．財産および損益の状況の推移
(1) 企業集団の財産および損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。
２．2024年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

第168期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。
(2) 当社の財産および損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。
２．2024年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

第168期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。
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重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

ダ イ ソ ー ケ ミ カ ル 株 式 会 社 310百万円 100％ 化学製品・生活関連商品等の
販売

ダイソーエンジニアリング株式会社 80百万円 100％ 電極の製造・販売、メンテナン
ス

サ ン ヨ ー フ ァ イ ン 株 式 会 社 50百万円 100％ 医薬品原薬・中間体の製造・販売

株 式 会 社 ジ ェ イ ・ エ ム ・ ア ー ル 30百万円 100％
（100％） 資源リサイクル

Ｄ Ｓ ロ ジ ス テ ィ ク ス 株 式 会 社 20百万円 100％ 化学製品の運送取扱い
サ ン ヨ ー フ ァ イ ン 医 理 化
テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社 100百万円 100％ カラム・装置等分析機器の製造

 ダイソーインシュアランス株式会社 1百万円 100％
（100％） 損害保険・生命保険の取扱い

三 耀 精 細 化 工 品 銷 售
( 北 京 ) 有  限  公  司 9,500千元 100％

（100％） カラム・装置等分析機器の販売

DAISO Fine Chem USA, Inc. 28米ドル 100％
（2％） 医薬品精製材料の製造・販売

D A I S O  F i n e  C h e m  G m b H 25千ユーロ 100％
（65％）

医薬品精製材料・機能化学品等
の販売

大 曹 化 工 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 4,016千元 100％
（65％） 機能化学品・電子材料等の輸出入

D A I S O  C H E M I C A L
( T H A I L A N D )  C O . , L T D . 25百万バーツ 100％

（65％） 機能化学品・電子材料等の輸出入

６．重要な親会社および子会社の状況（2026年３月31日現在）
(1) 親会社との関係

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

（注）1. 出資比率欄の（　）内は、当社の子会社が所有する出資比率を内数で示しております。
2. 2025年５月23日付にてElite Advanced Polymers, Inc.は清算結了いたしました。
3. 2025年10月８日付にてDestinHaus Capital Fund 1 LPは清算結了いたしました。

(3) 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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主要な事業内容、従業員の状況、主要な借入先

部 門 主 要 営 業 品 目

基礎化学品
かせいソーダ、塩酸、液化塩素、塩素ガス、次亜塩素酸ソーダ、亜塩素酸ソーダ、
塩素酸ソーダ、かせいカリ、水素ガス、エピクロルヒドリン、アリルクロライド
など

機能化学品
アリルエーテル類、エピクロルヒドリンゴム、アクリルゴム、ダップ樹脂、
ノンフタレート型アリル樹脂、高純度エポキシ樹脂、省エネタイヤ用改質剤、電極
など

ヘルスケア 医薬品精製材料、カラム・装置等分析機器、医薬品原薬・中間体、光学活性体など

商社部門ほか 化学製品の販売・輸送・貯蔵、生活関連商品、建材、資源リサイクルなど

７．主要な事業内容（2026年３月31日現在）

部　　　門 従業員数

基 礎 化 学 品 266名

機 能 化 学 品 190名

ヘ ル ス ケ ア 250名

商 社 部 門 ほ か 100名

全 社 共 通 226名

合 計 1,032名

８．従業員の状況（2026年３月31日現在）

（注）当社の従業員数は677名です。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,080百万円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 2,016百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,620百万円

株 式 会 社 伊 予 銀 行 1,206百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 250百万円

９．主要な借入先（2026年３月31日現在）
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当社の株式に関する事項

１．発行可能株式総数 300,000,000株
２．発行済株式の総数 133,660,085株（うち自己株式10,808,065株）
３．株主数 7,604名

株 主 名 持 株 数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13,748千株 11.19％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 9,009 7.33

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,384 3.57

株 式 会 社 福 岡 銀 行 4,113 3.35

株 式 会 社 伊 予 銀 行 3,744 3.05

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,348 2.73

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,188 2.60

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 3,077 2.51

ダ イ ソ ー 協 栄 会 2,972 2.42

岩 谷 産 業 株 式 会 社 2,645 2.15

株式の種類および数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く。） 当社普通株式  4,633株 ３名

社外取締役 ― ―

監査役 ― ―

Ⅱ．当社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

４．大株主

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（10,808,065株）を控除して計算しております。

５．当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
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会社役員に関する事項

氏 名 地 位 担 当 等 重要な兼職の状況

寺 田 健 志 代 表 取 締 役
社長執行役員 新規事業開発領域管掌

小 西 淳 夫 取 締 役
上席執行役員

生産・設備・プロセス技術領域
管掌
生産技術本部長

木 村 武 司 取 締 役
上席執行役員

マテリアル領域管掌
ヘルスケア領域管掌
グローバル化推進領域管掌
ヘルスケア事業部長
機能材事業部長

二 村 文 友 取 締 役

百 嶋 　 計 取 締 役

財務省財務総合政策研究所上席客
員研究員
住友理工株式会社社外監査役
扶桑化学工業株式会社社外取締役
京都大学公共政策大学院特別教授
追手門学院大学客員教授

宮 田 興 子 取 締 役 神戸薬科大学名誉教授、理事長

藤 藪 重 紹 常 勤 監 査 役

瀬 川 恭 史 監 査 役

森 　 真 二 監 査 役 弁護士

Ⅲ．会社役員に関する事項
１．取締役および監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役　二村文友氏、百嶋　計氏および宮田興子氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。

２．監査役　藤藪重紹氏および森　真二氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役　藤藪重紹氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有してお

ります。
４．監査役　森　真二氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務および会計に関する相当

程度の法的知見を有しております。
５．当社は、取締役　二村文友氏、百嶋　計氏、宮田興子氏および監査役　藤藪重紹氏、森　真二

氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員に関する事項

２．取締役および監査役の報酬等
　(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、2020年５月11日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決
定に関する方針を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
　取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬と、単年度業績に連動する業績連動
報酬と、中長期のインセンティブとなる株式報酬で構成されております。
　固定報酬は、従業員に対する処遇との整合性を考慮しながら、役位に応じた報酬額を設
定しております。
　業績連動報酬は、当社が会社業績評価に関わる重要な指標と定めている連結営業利益の
対前年度比と対予算比を業績連動報酬の指標とし、各役員の個人別の業績達成度を反映し
ております。業績連動報酬と非業績連動報酬（固定報酬＋株式報酬）の割合は概ね４：６
となっており、高い職位ほど業績連動報酬の割合は高くなっております。なお、当事業年
度につきましては、連結営業利益の対前年度比と対予算比を業績連動報酬の指標としてお
り、前年度（2024年３月期）の連結営業利益は104.9億円、予算上の連結営業利益
（2025年３月期）は連結業績予測で開示した160.0億円に近似したものとなっておりま
す。これに対して、連結営業利益の実績（2025年３月期）は132.5億円でありました。
　固定報酬と業績連動報酬につきましては、各取締役の報酬額を12等分し、毎年７月か
ら翌年６月まで定期的に支給することとしております。
　株式報酬は、株主のみなさまと株価変動のメリットとリスクを共有し、株価上昇および
企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役位に応じた報酬額を設定しております。その
支給方法につきましては、毎年取締役会の決議により、各取締役（社外取締役を除く。）
に金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付す
ることにより株式報酬の割当てを受けることとしております。
　なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとなっております。

　(2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第151回定時株主総会において、年
額250百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しておりま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名であります。
　また当該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催の第165回定時株主総会におい
て、取締役（社外取締役を除く。）の株式報酬の額を年額50百万円以内、株式数の上限
を年50,000株以内（2024年10月１日付の株式分割後は年250,000株以内）と決議してお
ります。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は５名であり
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会社役員に関する事項

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役
員の員数(名)基本報酬 業績連動

報酬等 非金銭報酬等
取　締　役

(うち社外取締役)
136
(25)

86
(25)

42
(-)

8
(-)

6
(3)

監　査　役
(うち社外監査役)

33
(20)

33
(20)

-
(-)

-
(-)

3
(2)

合　　　計
（うち社外役員）

169
(45)

119
(45)

42
(-)

8
(-)

9
(5)

ます。
　監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第151回定時株主総会において、年
額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名
であります。

　(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　取締役の報酬額の決定は、取締役会が指名報酬委員会の答申を踏まえることを条件とし
て代表取締役社長に再一任し、代表取締役社長は、内規にしたがって個別役員の報酬額を
決定し、取締役会に報告することとしております。当事業年度におきましては、2025年6
月27日開催の取締役会において代表取締役社長　寺田健志氏に取締役の報酬についての
具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、同氏が株主総会決議の範囲内において、
内規に基づき決定し、その内容を取締役会に報告しております。取締役会は、当該権限が
適切に行使されるよう指名報酬委員会の答申を得ており、報酬の内容が決定方針に沿うも
のであると判断しております。
　代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く経営環境および経営状況等
を最も熟知しており、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の
評価を行うことが最も適していると判断したためであります。
　なお、代表取締役社長は株主総会決議の範囲内において内規に基づき決定し、かつ、そ
の内容を取締役会に報告することとしており、取締役会はその内容が決定方針に沿うもの
であると判断しております。

　(4) 取締役および監査役の報酬等の総額等

（注）１．報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．非金銭報酬等として取締役（社外取締役を除く。）に対して株式報酬を支給しております。

当該株式報酬の内容および当該株式の交付状況は24および26ページに記載のとおりでありま
す。
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会社役員に関する事項

３．社外役員に関する事項
(1) 各社外役員の重要な兼職の状況および主な活動状況と役割

社外取締役　二村　文友氏
　同氏は、他の法人等との兼職はありません。
　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会全
14回中14回に出席したほか重要な会議に出席し、主に経営者としての豊富な経験・見
地から、適宜、発言を行っており、当社取締役会の監督機能やガバナンス機能の向上に
重要な役割を果たしております。また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開
催された委員会全６回中６回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定
や役員報酬等の決定に対し、監督機能を果たしております。

社外取締役　百嶋　計氏
　同氏は、財務省財務総合政策研究所上席客員研究員、扶桑化学工業株式会社社外取締
役、京都大学公共政策大学院特別教授ならびに追手門学院大学客員教授であり、当社と
これらの兼職先との間には特別な関係はありません。
　また、当社は、同氏が社外監査役を務める住友理工株式会社へ製品を販売しておりま
す。
　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会全
14回中14回に出席したほか重要な会議に出席し、税務の専門家としての深い見識およ
び豊富な経験・見地から、適宜、発言を行っており、経営全般にわたる監督機能強化に
重要な役割を果たしております。また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度に開
催された委員会全６回中５回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定
や役員報酬等の決定に対し、監督機能を果たしております。

社外取締役　宮田　興子氏
　同氏は、神戸薬科大学名誉教授および理事長であり、当社と同大学との間には特別な
関係はありません。
　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会全
14回中14回に出席したほか重要な会議に出席し、主に薬学の専門家としての深い見識
および豊富な経験・見地から、適宜、発言を行っており、当社取締役会の監督機能やガ
バナンス機能の向上に重要な役割を果たしております。また、指名報酬委員会の委員と
して、当事業年度に開催された委員会全６回中６回に出席し、客観的・中立的立場で当
社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、監督機能を果たしております。
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会社役員に関する事項

社外監査役　藤藪　重紹氏
　同氏は、他の法人等との兼職はありません。
　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会全
14回中14回、監査役会全14回中14回に出席したほか重要な会議に出席し、主に金融機
関を通じて培った知識・見地から、適宜、発言を行っております。

社外監査役　森　真二氏
　同氏は、他の法人等との兼職はありません。
　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会全
14回中14回、監査役会全14回中14回に出席したほか重要な会議に出席し、主に弁護士
としての専門的見地から、適宜、発言を行っております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役および各社外監査役と会社法第423条第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令によって定められた限度額
であります。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　　当社は、当社および当社子会社の取締役および監査役等を被保険者として、会社法第430
条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

　　保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保
険契約により、被保険者である役員の職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場
合、損害賠償金および訴訟費用等が填補されます。ただし、被保険者の職務の執行の適正性
が損なわれないようにするため、法令違反行為であることを認識して行った行為に起因して
生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
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会計監査人に関する事項、剰余金の配当等の決定に関する方針

区 分 支　払　額

当社が支払うべき報酬等の額（注）２ 42百万円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42百万円

Ⅳ．会計監査人に関する事項
１．名称

PwC Japan有限責任監査法人

２．報酬等の額

（注）１．監査役会は、監査計画における監査体制・監査時間、会計監査人の職務遂行状況および報酬見
積りの算出根拠の相当性などを確認し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

２．当社とPwC Japan有限責任監査法人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監
査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておりませんの
で、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとい
たします。会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。

Ⅴ．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社グループは、株主のみなさまに対する利益配分を重要な責務と考えており、配当につ
きましては、各期の業績、安定的な配当の継続性、今後の事業展開に向けた内部留保等を総
合的に勘案し決定しております。また、原則として減配せず、配当の維持もしくは増配を行
う累進配当を導入しております。

（ご参考）本事業報告中、百万円単位の金額および千株単位の株数は、それぞれ単位未満の端数を切り捨
てて表示しております。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資   産   の   部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

98,250
21,855
26,466
3,470

26,946
10,994
1,746
5,088
1,690
△7

70,490
29,941
9,430

14,118
2,242
480

3,136
533

2,370
73

2,266
30

38,178
37,025

223
1,507
△577

（負   債   の   部）
流 動 負 債 31,547

電 子 記 録 債 務 225
買 掛 金 13,644
短 期 借 入 金 7,172
未 払 法 人 税 等 4,108
賞 与 引 当 金 972
そ の 他 5,424

固 定 負 債 8,652
リ ー ス 債 務 554
繰 延 税 金 負 債 5,999
退職給付に係る負債 653
資 産 除 去 債 務 658
長 期 預 り 金 645
そ の 他 140

負 債 合 計 40,199
（純  資  産  の  部）

株 主 資 本 109,342
資 本 金 15,871
資 本 剰 余 金 17,026
利 益 剰 余 金 88,849
自 己 株 式 △12,405

その他の包括利益累計額 19,199
その他有価証券評価差額金 17,572
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 79
為 替 換 算 調 整 勘 定 669
退職給付に係る調整累計額 877

純 資 産 合 計 128,541
資 産 合 計 168,741 負 債 及 び 純 資 産 合 計 168,741

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）
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連結損益計算書

連結損益計算書
(2025年４月 1 日から

2026年３月31日まで)
科 目 金 額

売 上 高 99,961
売 上 原 価 66,232
売 上 総 利 益 33,728
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,094
営 業 利 益 17,634
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 1,277
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 23
為 替 差 益 433
補 助 金 収 入 319
そ の 他 144 2,198

営 業 外 費 用
支 払 利 息 142
固 定 資 産 圧 縮 損 51
そ の 他 30 224

経 常 利 益 19,608
特 別 利 益

事 業 譲 渡 益 313
固 定 資 産 売 却 益 1
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,523
関 係 会 社 清 算 益 460 2,298

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 307
固 定 資 産 売 却 損 2
本 社 移 転 費 用 62 371

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 21,535
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,121
法 人 税 等 調 整 額 △22 6,099
当 期 純 利 益 15,435
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △25
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 15,460

（単位：百万円）
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資   産   の   部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

74,719
16,325
1,192

17,353
26,946
7,733
886

3,438
240
42

561
△1

65,364
29,389
7,661
1,632

14,082
345

2,044
482

3,127
13

2,274
2,247

16
10

33,700
27,841
4,934

25
903
△3　

（負   債   の   部）
流 動 負 債 27,617

電 子 記 録 債 務 225
買 掛 金 9,242
短 期 借 入 金 7,172
未 払 金 4,559
未 払 費 用 1,322
賞 与 引 当 金 717
未 払 法 人 税 等 3,452
預 り 金 743
そ の 他 181

固 定 負 債 9,404
リ ー ス 債 務 548
退 職 給 付 引 当 金 1,563
繰 延 税 金 負 債 6,114
資 産 除 去 債 務 617
長 期 預 り 金 426
そ の 他 133

負 債 合 計 37,022
（純   資   産   の   部）

株 主 資 本 89,049
資 本 金 15,871
資 本 剰 余 金 17,026
資 本 準 備 金 14,382
そ の 他 資 本 剰 余 金 2,643

利 益 剰 余 金 68,556
利 益 準 備 金 1,202
そ の 他 利 益 剰 余 金 67,354
固定資産圧縮積立金 497
別 途 積 立 金 5,114
繰 越 利 益 剰 余 金 61,742

自 己 株 式 △12,405
評価・換算差額等 14,012

その他有価証券評価差額金 14,012
純 資 産 合 計 103,062

資 産 合 計 140,084 負 債 及 び 純 資 産 合 計 140,084

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）
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損益計算書

損 益 計 算 書
(2025年４月 1 日から

2026年３月31日まで)
科 目 金 額

売 上 高 76,047
売 上 原 価 48,944
売 上 総 利 益 27,102
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,116
営 業 利 益 14,986
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,146
為 替 差 益 408
補 助 金 収 入 311
設 備 賃 借 料 406
そ の 他 126 2,399

営 業 外 費 用
支 払 利 息 164
固 定 資 産 圧 縮 損 96
貸 与 資 産 減 価 償 却 費 371
そ の 他 25 658

経 常 利 益 16,727
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,725 2,725
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 307
固 定 資 産 売 却 損 2
本 社 移 転 費 用 62 371

税 引 前 当 期 純 利 益 19,081
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,037
法 人 税 等 調 整 額 425 5,462
当 期 純 利 益 13,619

（単位：百万円）
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連結会計監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2026年５月27日

株式会社大阪ソーダ
取　締　役　会　御　中

PwC Japan有限責任監査法人
　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木下　昌久

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山本　憲吾

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社大阪ソーダの2025年４月１日から2026年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社大
阪ソーダ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年5月12日開催の取締役会において、自己株式の取得に係る事項につ
いて決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

－ 35 －
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
2026年５月27日

株式会社大阪ソーダ
取　締　役　会　御　中

PwC Japan有限責任監査法人
　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木下　昌久

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山本　憲吾

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社大阪ソーダの2025年4月1日から2026年3月31日までの
第171期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年5月12日開催の取締役会において、自己株式の取得に
係る事項について決議した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書 謄本

－ 37 －
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個別会計監査報告

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第171期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、定期的に子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについ
ては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書 謄本

－ 39 －
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは
なく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人　PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月27日
株式会社大阪ソーダ　監査役会

常勤社外監査役 藤 藪 重 紹 ㊞
監 査 役 瀬 川 恭 史 ㊞
社 外 監 査 役 森 　 真 二 ㊞　

以　上

－ 40 －
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地図

株主総会
会場ご案内図

　

会 場
〒531-0076 大阪市北区大淀中一丁目１番20号
ウェスティンホテル大阪 ４階 花梨の間
電話 06―6440―1111

　株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は実施しておりません。

交通の
ご案内

▶ JR「大阪駅」うめきた地下口（地下１階）より徒歩約７分
▶ JR「大阪駅」中央北口（２階）より徒歩約11分
▶ 阪急「大阪梅田駅」茶屋町口より徒歩約11分
▶ 地下鉄御堂筋線「梅田駅」５号出口より徒歩約11分
▶ JR「大阪駅」桜橋口西側高架下より無料シャトルバス運行

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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